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【公開番号】特開2011-128504(P2011-128504A)
【公開日】平成23年6月30日(2011.6.30)
【年通号数】公開・登録公報2011-026
【出願番号】特願2009-289010(P2009-289010)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   1/68     (2012.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月28日(2012.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　前記遮光部と前記位相シフタ部との相対位置が、設計上の相対位置に対するズレが±５
ｎｍ以内にある
ことを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の光学素子の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１３】
　前記遮光部と前記位相シフタ部との相対位置が、設計上の相対位置に対するズレが±５
ｎｍ以内にある
ことを特徴とする請求項１０から１２のいずれかに記載の光学素子。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上述した２つの方法では、いずれも２回のフォトリソグラフィ工程を経ることによって
遮光部、透光部、および位相シフタ部を画定する。例えば、図１に示す方法では、１回目
のフォトリソグラフィ工程（図１（ｂ）に示す工程）を経て位相シフタ部１１０が画定さ
れ、その後、２回目のフォトリソグラフィ工程（図１（ｆ）に示す工程）を経て遮光部１
２０及び透光部１１１の境界を画定する。また、図２に示す方法では、１回目のフォトリ
ソグラフィ工程（図２（ｂ）に示す工程）を経て遮光部２２０を画定し、その後、２回目
のフォトリソグラフィ工程（図２（ｆ）に示す工程）を経て位相シフタ部２１０及び透光
部２１１の境界を画定する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
（第１のレジストパターン３０３ｐを形成する工程）
　次に、電子ビーム描画機やレーザ描画機等により描画露光を行い、第１のレジスト膜３
０３の一部を感光させ、スプレー方式等の方法により第１のレジスト膜３０３に現像液を
供給して現像することにより、遮光部３２０の形成予定領域３２０’を覆うと共に、位相
シフタ部３１０の形成予定領域３１０’を画定する第１のレジストパターン３０３ｐを形
成する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　第１のレジストパターン３０３ｐが形成された状態を図３（ｂ）に例示する。図３（ｂ
）に示すように、第１のレジストパターン３０３ｐは、遮光部３２０の形成予定領域３２
０’を覆う部分３０３ａと、位相シフタ部３１０の形成予定領域３１０’を画定する部分
３０３ｂと、を備えている。位相シフタ部３１０の形成予定領域３１０’を画定する部分
３０３ｂは、位相シフタ部３１０の形成予定領域３１０’を露出させつつ、その外周側を
所定の幅で覆うことにより、位相シフタ部３１０の形成予定領域３１０’を画定するよう
に形成されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　このように、本実施形態では、１回の描画工程を行うことで、遮光部３２０の形成予定
領域３２０’を覆う部分３０３ａと、位相シフタ部３１０の形成予定領域３１０’を画定
する部分３０３ｂと、を同時に画定する。すなわち、遮光部３２０の形成予定領域３２０
’と、位相シフタ部３１０の形成予定領域３１０’と、を１回の描画工程を行うことで同
時に画定する。これにより、複数回の描画工程に伴う、描画パターンのアライメントずれ
を完全に排除しつつパターニングを行うことが可能となり、遮光部３２０、透光部３１１
、および位相シフタ部３１０を正確に画定することが可能となる。例えば、遮光部３２０
に対して形成される位相シフタ部３１０の相対位置と、遮光部３２０に対する設計上の位
相シフタ部３１０の相対位置を精緻に制御できる。結果として、後述するように、マスク
上の位置と設計値上の位置との差異（例えば図５（ａ）～（ｃ）における位置Ｂと位置Ｃ
との実距離と設計距離との差）を±５ｎｍ以下とすることが可能となる。また、遮光部３
２０と位相シフタ部３１０との間に形成される透光部３１１の幅や形状（図５（ａ）～（
ｃ）における位置Ａと位置Ｂとの距離等）を、正確に制御することが可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
（ｅ）また、本実施形態に係る光学素子３００を複数配列させた素子（位相シフタ部３１
０と遮光部３２０とが透光部３１１を挟んで隣り合う構成が周期的に配列する素子）は、
位相シフト効果を利用して露光装置のベストフォーカス位置を求めるフォーカスモニタと
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して用いることができる。すなわち、フォトマスクに形成された転写パターンを被転写体
に転写する場合、フォトマスクを、露光装置が備える投影光学系のベストフォーカス面か
ら焦点深度の範囲内に配置する必要がある。しかしながら、投影光学系のベストフォーカ
ス位置を求めることは容易ではない。これに対して、図６（ａ）に示す光学素子３００を
複数配列させたフォーカスモニタを用いれば、投影光学系のベストフォーカス面を容易に
求めることができる。この場合、位相シフタ部３１０における透過光との位相差を、例え
ば４５度以上１３５度以下であるように構成することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
＜本発明の他の実施形態＞
　続いて、本発明の他の実施形態を、主に図４，図６（ｂ）を参照しながら説明する。図
４は、本実施形態に係る光学素子４００の製造方法のフロー図である。図６（ｂ）は本実
施形態に係る光学素子４００の部分断面図である。 
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